


第１条～第６条　　(略) 第１条～第８９条　　(略)

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換） （確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換）

第９０条　基金の中途脱退者は、企業型年金 第９０条　基金の中途脱退者は、企業型年金

（確定拠出年金法（平成１３年法律第８８ （確定拠出年金法（平成１３年法律第８８

号）第２条第２項に規定する企業型年金を 号）第２条第２項に規定する企業型年金を

いう。以下同じ。）の企業型年金加入者（ いう。以下同じ。）の企業型年金加入者（

同法第２条第８項に規定する企業型年金加 同法第２条第８項に規定する企業型年金加

入者をいう。以下同じ。）又は個人型年金 入者をいう。）又は個人型年金（同法第２

（同法第２条第３項に規定する個人型年金 条第３項に規定する個人型年金をいう。）

をいう。以下同じ。）の個人型年金加入者 の個人型年金加入者（同法第２条第１０項

（同法第２条第１０項に規定する個人型年 に規定する個人型年金加入者をいう。以下

金加入者をいう。以下同じ。）の資格を取 同じ。）の資格を取得したときは、基金に

得したときは、基金に当該企業型年金の資 当該企業型年金の資産管理機関（同法第２

産管理機関（同法第２条第７項第１号ロに 条第７項第１号ロに規定する資産管理機関

規定する資産管理機関をいう。以下同じ。） をいう。以下同じ。）又は同法第２条第５

又は同法第２条第５項に規定する連合会（ 項に規定する連合会（以下この条及び第１

以下この条、第９３条の２及び第１０８条 ０８条の２において「国民年金基金連合会

の２において「国民年金基金連合会」とい 」という。）への脱退一時金相当額の移換

う。）への脱退一時金相当額の移換を申し を申し出ることができる。

出ることができる。

２～４　（略） ２～４　（略）

第９１条～第９３条　　(略) 第９１条～第９３条　　(略)

（確定拠出年金からの個人別管理資産の移換）

第９３条の２　基金は、企業型年金加入者で （新設）

あった者（企業型年金に個人別管理資産（

確定拠出年金法第２条第１２項に規定する

個人別管理資産をいう。以下同じ。）があ

る者に限る。）又は個人型年金に個人別管

理資産がある者が、基金の加入者の資格を

取得した場合であって、当該企業型年金の

資産管理機関又は国民年金基金連合会に基

金への個人別管理資産の移換を申し出たと

きは、当該企業型年金の資産管理機関又は

国民年金基金連合会から当該申出に係る個

人別管理資産の移換を受ける。

２　基金は、前項の規定により個人別管理資

産の移換を受けた場合は、当該移換金を原

資として、前項の移換申出を行った者に対
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し、第４４条各号に掲げる給付の支給を行

う。

第９４条　(略) 第９４条　(略)

（受換者に係る加入者期間の取扱い） （受換者に係る加入者期間の取扱い）

第９５条　第９３条第１項、第９３条の２第 第９５条　第９３条第１項又は前条第１項の

１項又は前条第１項の規定により他制度（ 規定により他制度（移換元確定給付企業年

移換元確定給付企業年金、確定拠出年金又 金又は連合会を総称する。以下同じ。）か

は連合会を総称する。以下同じ。）から基 ら基金に脱退一時金相当額等（脱退一時金

金に脱退一時金相当額等（脱退一時金相当 相当額、積立金又は年金給付等積立金等を

額、個人別管理資産、積立金又は年金給付 総称する。以下同じ。）が移換された者（

等積立金等を総称する。以下同じ。）が移 以下「受換者」という。）に係る加入者期

換された者（以下「受換者」という。）に 間は、第４２条の規定にかかわらず、同条

係る加入者期間は、第４２条の規定にかか の加入者期間と当該脱退一時金相当額等の

わらず、同条の加入者期間と当該脱退一時 算定の基礎となった期間とを合算した期間

金相当額等の算定の基礎となった期間とを とする。

合算した期間とする。

第９６条～第１１９条　　(略) 第９６条～第１１９条　　(略)

この規約は、令和８年４月１日から施行する。

附　則
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